
 

 

平成 28年 8月 31日勉強会（発表担当：中岡） 

検索連動型広告は商標権侵害となるか 

（大阪地裁平成 28年 5月 9日 平成 26年(ワ)第 8187号事件） 

 

第１ 当事者 

原告 株式会社生活と科学社（商標権者） 

被告 楽天株式会社 

第２ 本件商標 

判決 30頁～34頁に記載（石けん百科（37類）、石けん百貨（3類）、石鹸百科（37類）） 

第３ 事件概要 

1. 原告 

「石けん百貨」ブランドを用いた石けん関連の自社商品の販売を行っている。 

http://www.live-science.co.jp/store/php/shop/より 

 

また、石けんに関する情報を提供する情報サイト「石鹸百科」（当初は、「石けん百

科」）も運営している。http://www.live-science.com/より

http://www.live-science.co.jp/store/php/shop/
http://www.live-science.com/
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2. 検索連動型広告（http://www.ingc.jp/example.html#より） 

 

http://www.ingc.jp/example.html
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検索連動型広告とは、Google や Yahoo!などのインターネット上の検索エンジ

ンにおいて、インターネットの利用者が検索したキーワードに関連した広告を検索

結果表示画面に表示するものである。 

アドワーズ（Google AdWords）は、グーグル株式会社の提供するクリック課金

広告サービス、スポンサードサーチは、ポータルサイトである Yahoo! JAPAN を

運営するヤフー株式会社が提供するクリック課金広告サービス。 

検索連動型広告では、ユーザーが Google 等の検索サービスを利用して、自ら

の関心がある事柄についてキーワードによるウェブ検索をした際に、広告主があら

かじめ登録したキーワードが使用された場合、その検索結果を表示するページに、

広告主の広告が表示される。  

広告主がアドワーズやスポンサードサーチの利用を設定するには、まず、設定画

面上で、広告によって販売したい商品やサービス等についてキーワードを選択し、

登録を行う。次に、表示したい広告の見出し、広告文、表示するＵＲＬ、広告見出

しの文言にリンクするＵＲＬを登録する。  

このような登録の結果、ユーザーが Google 等の検索エンジンを利用して、広

告主の登録したキーワードを用いて検索すると、検索結果表示画面の上部、下部、

側部等に、登録キーワードを用いた広告が表示されることになる。そして、ユーザ

ーが同広告の見出しの文言をクリックすることで、広告主がリンク先として登録し

たＵＲＬへ移動させることができる。 

（楽天のアドワーズ広告におけるキーワード登録の仕組みが判決中では省略され

ているため不明であるが、原告の主張からすると、キーワードの設定は機械的に行

い、意図的には設定していなかったと推測される。） 
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3. 原告の楽天市場への出退店および被告の広告の表示 

平成 12年 9月 原告は楽天市場に「石けん百貨」を出店 

平成 17年 7月 原告が楽天市場から退店、以後「石けん百貨」楽天市場店は存在

せず、「石けん百貨」ブランドの原告商品を取り扱う加盟店も存在

しない。 

平成 17年 9月 原告は、Google における「石けん百貨」等の文言で検索した場

合に表示される検索結果表示画面の広告欄に「石けん 百貨通販」

との表示の広告を掲載していることが、原告が長年使用し、当時

商標登録出願中であった「石けん百貨」及び「石けん百科」等と

類似しているため、消費者等に対し誤認混同が生じかねないとし

て、このような文字列を用いた広告を直ちに中止するよう求め

た。被告は、「石けん」「百科通販」のサーチワードも自動的に選

定されたものと主張しつつ、「石けん 百科通販」のサーチワード

登録を削除したと回答。 

平成 24年 8月～平成 26年 9月 被告は、アドワーズ広告を用いて「石けん百

貨」等をキーワードとして、Google等の検索結果表示画面に広告

を掲載した（2頁目参照。上段に記載のものを「本件広告」とい

い、本件広告における「石けん百貨」等の標章の表示を「本件表

示」という。）。 

 「【楽天】石けん百貨大特集」のように「石けん」と「百貨」の間

にスペースがないもの（「スペースなし広告」）のほか、 

「石けん 百貨は楽天市場」のように「石けん」と「百貨」の間

にスペースがある（「スペースあり広告」）ものも表示された。 

 楽天市場のページでは、P1が販売する「サンソリッドスキンピー

ルバーティトリー（赤）」、P2が販売する「柚子石けん」が表示さ

れた。 

平成 26年 9月 被告は訴状を受理し、検索結果表示画面の本件広告をクリックし

た場合に表示される楽天市場リスト表示画面に、加盟店である「P

１」の商品が表示されていることを確認し、当該表示が削除され

るよう対応した。（P1の出店ページには、「石けん百貨」が、被告

が禁止する隠れ文字として使用されていた。P2については訴状を

受理する前に退店しており、隠れ文字の使用を確認できなかっ

た。） 

4. 楽天の規約 

楽天市場出店規約：加盟店に対して、第三者の知的財産権等の権利の侵害や第三者

に不利益を与える行為を禁止し、これに対する違反を解除事由として定めている。 

ガイドライン：「背景色と同じ文字色の文字記載、通常より小さなフォントでの文

字記載、ＨＴＭＬへの文字記載等、ユーザーが認識することができない文字記載を
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行うこと」（いわゆる隠れ文字）を「お客様へ混乱、誤解や迷惑を与える行為」と

して禁止している。 

 

第４ 原告の請求 

被告が、インターネット上の検索エンジンにおける検索結果表示ページの広告スペ

ースに、別紙表示目録記載の文言に自社サイトへのハイパーリンクを施す方式による

広告を表示した行為が、原告の各商標権の侵害行為に当たるとともに、不正競争防止

法２条１項１号の不正競争行為に当たるとして、差止及び損害賠償を請求。 

 

第５ 争点 

(1) 商標権侵害の有無 

(2) 不正競争行為の成否 

(3) 差止の必要性 

(4) 損害発生の有無 

 

 

第６ 判決 

(1) 結論：原告の請求棄却 

(2) 争点３ 差止の必要性：検索連動型広告をするおそれがあるとは認められない。 

(3) 争点１ 商標権侵害の有無： 

ア スペースなし広告の場合 

「【楽天】石けん百貨大特集」との表示から、一般ユーザーは、「石けん百貨」

に関連する商品が楽天市場で提供されていると理解。 

ただし、広告には何らの商品も陳列表示されておらず、加盟店が提供するどの

商品が「石けん百貨」と関連するのか表示されていないから、本件広告を単体

でとらえると、商標権侵害は成立しない。 

本件広告を、リンク先の楽天市場リスト表示画面と一体でとらえた場合に、 

(a) 移動後の楽天市場リストに何らの商品表示も陳列表示されない場合は商標権

侵害は成立しない、 

(b) 移動後のリストに商品が陳列表示される場合には、本件表示をもって「石け

ん百貨」を石けん商品の出所識別機能として用いた広告であると解する余地

がある。 

ただし、商品リストに表示されるかどうかは、各加盟店の使用するキーワ

ードによるものであり、被告の行為と一体にしてとらえることはできない。 

被告の知的財産侵害禁止規約や、隠れ文字禁止ガイドラインからすると、加

盟店の出店ページにおいてキーワードが使用され、リストに商品が陳列され

ることは被告にとっては想定外の事態。被告が移動後の楽天市場において、

石けん商品が陳列表示されることを予定し、利用していると評価できない。 
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 想定外の事態が生じていることが判明した場合には、被告はそのような事

態が生じていることを防止する注意義務を負う。被告は注意義務を尽くして

いた。 

 本件広告をリンク先の楽天市場リスト表示画面と一体としてとらえること

はできないから、本件広告は商標権に係る指定商品等に関する広告であると

は認められない。 

 よって、スペースなし広告は、商標権を侵害しない。仮に客観的には商標

権侵害を構成するとしても、被告には故意がなく、過失もないから損害賠償

請求を負わない。 

イ スペースあり広告の場合 

スペースありで検索した場合には、「せっけん百貨」に関連する商品が楽天市

場で提供されているとは理解できない。 

スペースなしでキーワード検索した場合は、一般ユーザーは、「石けん百貨」

に関連する商品が楽天市場で提供されていると理解する可能性は高いが、歩 h

ン件広告を単独でとらえると、スペースなし広告と同様の理由から、商標権侵

害は成立しない。 

本件広告とリンク先の楽天市場リスト表示画面と一体でとらえた場合は、ス

ペースありの表示をもって、石けん百貨等の石けん商品の出所識別標識として

用いた広告であると解する余地がある。しかし、スペースありのキーワードも

加盟店の規約違反により登録されたものであり、これが表示されるのは想定外

の事態。被告には故意過失なく、損害賠償請求負わない。 

ウ 共同不法行為 

被告は、第三者の知的財産権侵害や隠れ文字の使用を禁止することにより、

「石けん百貨」等をキーワードとして検索しても商品が検索されることがない

措置をとっていた。従って、被告と加盟店の間に共同性なし。 

(4) 争点２ 不正競争行為の成否： 

本件広告は、原告の店舗サイト広告であると誤認すると主張する。しかし、本件広

告には、「楽天」の語が必ず使用されているから、誤認混同はない。 

本件広告のハイパーリンク先の楽天市場リスト表示画面をもって、それらの商品を

原告が販売していると誤認混同する可能性があると主張。しかし、商品の陳列がない

から、広告を単独でとらえた場合に、商品等表示として使用されているとはいえな

い。 

本件広告と移動後の楽天市場リスト表示画面とを一体でとらえても、移動後の楽天

市場リスト表示画面で商品が陳列表示されることを予定し、利用しているとは評価で

きない。本件広告を移動後の楽天市場リスト表示画面と一体でとらえることができな

いか、または被告に故意または過失があるとは認められず、加盟店との共同性も認め

られない。 
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第６ 検討 

1. その他の事件の背景 

(1) 原告が運営する「健全なるネットショップの構築」というサイトに楽天とのやり

取りが記載。http://www.ingc.jp/index.html 

(2) ヤフーも検索連動型広告で同様の表示を行っていたようだが、2015年 4月 16日 

に和解している。 

(3) 現在、Googleや Yahoo!で検索しても、石けん百貨のホームページが一番上に表

示され、検索連動型広告は表示されない。 

2. 関連する過去の裁判例 

(1) 検索連動型広告に関する裁判例 

大阪地裁平成 19年 9月 13日（平成 18年（ワ）第 7458号）カリカセラピ事件 

 被告が原告登録商標「カリカセラピ」、原告の販売するパパイア発酵食品の周知

な表示「PS-501」等をキーワードとして購入し、これらの用語の検索画面に被告の

テキスト広告が掲載されるようにした。裁判所は、原告商標をキーワードとして検

索した検索結果ページに被告が広告を掲載することがなぜ商標の使用に該当するの

か原告が明らかにしない、のみならず、被告の行為は、商標表 2条 3項各号の標章

の使用のいずれにも該当するとは認めがたいと判断し、商標権侵害を否定した。 

(2) メタタグに関する裁判例 

ア 大阪地裁平成 17年 12月 8日（平成 16年（ワ）第 12032号）クルマの 110番

事件 

原告は「クルマの 110番」の商標権者。被告は自社ウェブサイトのメタタグ

に、「<meta name="description"content="クルマの 110番。輸入、排 ガス、

登録、車検、部品・アクセサリー販売等、クルマに関する何でも弊社にご相 談

下さい。">」と記載。通常、メタタグは非表示だが、msnサーチにおいて、被

告サイトのトップページの説明とし て、「クルマの 110番。輸入、排ガス、登

録、車検、部品・アクセサリー販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下

さい。」との表示がされた。 

 裁判所は、「一般に、事業者が、その役務に関してインターネット上にウェ 

ブサイトを開設した際のページの表示は、その役務に関する広告であるという

ことができるから、インターネットの検索サイトにおいて表示される当該ペー

ジの説明についても、同様に、その役務に関する広告であるというべきであ

り、これが表示されるように htmlファイルにメタタグを記載することは、役務

に関する広告を内容とする情報を電磁的方法により提供する行為にあたるとい

うべきである。」として商標の使用にあたると判断した。 

イ 東京地裁平成 27年 1月 29日（平成 24年（ワ）第 21067号）イケア事件 

原告は、「ＩＫＥＡ」および「イケア」の商標権者。被告は、ウェブサイトを

通じて消費者から原告製品の注文を募り、イケアストアで原告製品を購入して

梱包、発送し、注文した消費者に転売する買物代行事業を営んでいた。 

http://www.ingc.jp/index.html
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 被告のウェブサイトには、タイトルタグとして、「<title> 【IKEA STORE】

イケア通販</title>」と記載し、メタタグとして、「<meta name=” Description” 

content= “【IKEA STORE】IKEA通販です。カタログにあるスウェーデン製

輸入家具・雑貨イケアの通販サイトです。”/>」と記載していた。検索エンジン

で「ＩＫＥＡ」、「イケア」とキーワード検索すると、検索結果の一覧が表示さ

れるページにおいて、被告サイトは、上記各タイトルタグ及びメタタグの内容

のとおり表示されていた。 

 裁判所は、「インターネットの検索エンジンの検索結果において表示されるウ

ェブページの説明は、ウェブサイトの概要等を示す広告であるということがで

きるから、これが表示されるように htmlファイルにメタタグないしタイトルタ

グを記載することは、役務に関する広告を内容とする情報を電磁的方法により

提供する行為に当たる。そして、被告各標章は、htmlファイルにメタタグない

しタイトルタグとして記載された結果、検索エンジンの検索結果において、被

告サイトの内容の説明文ないし概要やホームページタイトルとして表示され、

これらが被告サイトにおける家具等の小売業務の出所等を表示し、インターネ

ットユーザーの目に触れることにより、顧客が被告サイトにアクセスするよう

誘引するのであるから、メタタグないしタイトルタグとしての使用は、商標的

使用に当たるということができる。」と判断。メタタグにおける商標の使用の差

止を認めた。 

(3) おとり広告に関する裁判例 

名古屋地裁平成 5年 1月 29日判決（昭和 59年（ワ）第 2300号）ヤマハピアノ事

件 

被告は、原告であるヤマハと特約店契約をしておらず、ヤマハ商標の付されたピ

アノを販売するための仕入手段がなく、販売する意思もないのに、ヤマハの商標が

付されたピアノを好条件で販売する旨の広告を出し、来店した顧客に対し、ヤマハ

のピアノに対する悪評を並べる等して購入意欲を失わせ、自社ブランドのピアノを

購入させた。 

裁判所は、広告主が顧客を集めるために、実際には販売する意思がないか、又は

販売したくない商品について、あたかもこれを販売したいかのように広告すること

（おとり広告）は、直ちに不正競争防止法違反にあたるとはいえないとした上で、

広告商品を購入しようと来店した顧客に対して、広告商品の購入をあきらめさせ、

他の商品を購入させる為に、広告された商品が欠陥商品である等虚偽の事実を陳述

する行為を恒常的に行うような場合における広告は、おとり広告であり、広告され

た商品を扱う業者の営業上の信用を害する虚偽の事実を陳述、流布する為の要素と

も言うべき集客手段であり、不正競争防止法違反（信用棄損）となると結論付け

た。 

(4) 米国 

米国では、Initial Interest Confusionの法理（最終的には混同が解消されたとして
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も最初の段階で消費者を引き付ける混同を引き起こすことによって生じた損害を救

済する考え方）により、商標権侵害を認める裁判例もある。 

検索連動型広告については、下記の裁判例がある。 

Playboy Enterprise Inc., v. Netscape Communications Corporation 

Rescuecom Corp., v. Google Inc. 

1-800 Contract, Inc. When U.Com. Inc. 

1-800 ntacts, Inc. v. Lens.com, Inc. 

(5) 欧州 

2010年 3月 23日、欧州司法裁判所は、広告主である競合他社については商標権

侵害の成立の可能性を肯定したが、Googleについては商標権侵害を否定した。 

3. 検討 

(1) 本件では、アドワーズ広告において何らの商品も陳列表示されてないことから、商

標権侵害は成立しないと判断された。例えば、「【楽天】石けん百貨通販 石けん百

貨の石けんを探すなら楽天へ」と記載されていた場合は、形式的には商標の使用が

認められると考えられる。しかしながら、本件判決が示したように、キーワードが

加盟店により選択され、楽天の意図ではなく機械的に選択されていた場合において

は、楽天の行為ではないとして、商標権侵害が否定されるとも考えられる。 

(2) 一方、楽天が自らキーワードを意図的に登録していた場合は、侵害を問える可能性

がある。ただし、その場合であっても、本件判決に従うと、本件広告を単体でとら

えた場合に、本件広告に商品が表示されない場合は、商標権侵害は成立しないこと

となる。 

(3) 原告は訴訟においては敗訴したものの、現段階においては Googleや Yahoo!で検索

しても、石けん百貨のホームページが一番上に表示され、検索連動型広告は表示さ

れないこととなっており、事実上は差止に成功しているといえる。インターネット

ショッピングモールの運営業者に対する責任追及は難しい問題があるともいえる

が、個々の店舗に対してその都度対応するよりも事実上は効果的であったともいえ

る。 

(4) なお、各店舗がキーワードを使用する行為（ただし店舗のウェブサイトには商標を

表示しない）は商標権侵害を問えるのかについては、視認性の問題が残る。メタタ

グの事件は、いずれも Descriptionタグに関するものであり、その内容も表示され

ていたが、キーワードが表示されない Keywordタグが商標権侵害となるかについて

示した裁判例は今のところない。また、消費者は最終的にたどり着いた画面におい

て、「石けん百貨」の商品とは異なる石けんが販売され、出所混同も起こさない場合

は、商標権侵害を問えない可能性がある。ただし、各店舗は規約に違反する隠し文

字を使う等悪質な行為を行っており、これを野放しとしてよいのか疑問も残る。 

(5) 判決は、移動後の楽天市場リストに何らの商品表示も陳列表示されない場合は、商標

権侵害は成立しないと判断した。おとり広告は景品表示法の規制対象となり得るが、

本件のような広告については、不当性もなく、景品表示法での規制にはかからないと
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考えられる。 

(6) 著名な商標であることを知りながら、キーワードを購入し、検索者が実際に広告か

ら商品を購入したような場合は商標権侵害は成立しなくとも不法行為は認めるべき

（戸川英明「サイバー空間における商標の使用」パテント 62巻 4号 205頁より）

との見解もある。紛らわしいキーワードの使用はユーザーにとっても不便をもたら

すことが多いとも考えられるため、何らかの規制が必要ではないかとも考えられ

る。 

(7) なお、石鹸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供は、37

類ではなく 35類であるが、原告は 35類の商標は保有していなかったようである。 

 

判例研究のページに戻る 

事務所トップページに戻る 

 

http://kubota-law.com/precedent.html
http://kubota-law.com/index.html

